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2025 年 11 月６日 

名古屋市長 

広沢一郎 様 

名古屋城木造天守にエレベーター設置を実現する実行委員会 

共同代表 斎藤縣三 

 小川直人 

 

広沢市政における名古屋城木造天守復元事業について質問および要望 

 

河村市政における名古屋城木造天守復元事業は、史実復元を目指す市民と誰も排除しな

いためエレベーター設置を求める障害者との間に深刻な分断を生み出し、市主催の討論会

で差別発言が行われ、市職員も制止しないという最悪な状況を生み出すまでに発展してし

まいました。この原因を作ったのは、様々な問題点を指摘されたにも関わらず、河村市長が

「エレベーター設置をしない」という方針を撤回しなかったことです。このことにより、多

くの人が傷つき、苦しめられました。令和 6 年 9 月に出された「名古屋城バリアフリーに

関する市民討論会」における差別事案に係る検証についての最終報告書においても、前市長

をはじめ幹部職員の人権意識の欠如が討論会における差別発言が生んだことを指摘してい

ます。 

こういった人権意識が欠如した前市長や幹部職員によって、バリアフリーよりも史実に忠

実な復元が優先されるべきという考えのもと長年本事業は進められてきました。というこ

とは、公平公正な観点から、本事業を０ベースで見直し、人権を重視するため、多くの立場

の人が参画できる事業に転換しなければなりません。 

障害者基本法第 3条１項には「全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文

化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。」が明記されています。 

障害の有無で分け隔てられるこのない、差別のない名古屋市の象徴となるよう名古屋城

木造天守を構築いただくことを強く望みます。 

そこで、同じ過ちを繰り返さないためにも、以下の要望や質問に対し、文書にて市長のお

考えをお聞かせください。なお、頂いた回答につきましては、当団体ホームページ等を通じ

て、幅広く公表させていただくことをあらかじめご承知おきください。 

（要望および質問は裏面へ） 
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要望および質問事項 

１．1960 年代に建築された現天守の内部には、23 人乗りのエレベーターが、2 基設置さ

れており、障害や高齢、子供などのすべての人が、分け隔てられることなく利用できてい

ました。先人たちが積み上げてきた人権意識を無視し後退することは許されません。木造

天守においても、大型のエレベーターを設置し、分け隔てられることのない、設計施工と

してください。 

２．木造天守に関するバリアフリー設備の検討については、「バリアフリー整備相談支援

事業当事者参画の場」で議論がはじまり、しかも非公開で行われました。もっと多くの障

害当事者が参画でき、オープンな場で十分議論ができる専門の会議体を設置してくださ

い。 

３．情報公開を積極的に行ってください。これまでは市にとって都合の良い情報しか発信

されませんでした。新技術開発を受注したＭＨＩエアロスペース社の開発状況等はどうな

ったのでしょうか。 

４．広沢市長は、柱や梁を傷つけないで上層階を可能な限り目指すと発言されています

が、たとえば外付けエレベーターの設置検討もあってもよいのではないでしょうか。人権

を重視されるのであれば、これまで排除された方法も再検討が必要と考えますがいかがで

しょうか。 

５．2022 年 10 月 24 日付で名古屋市に対し、日本弁護士連合会より「人権救済申立事件

につき」要望書が提出されました。要望書および添付された調査報告書に対する回答およ

び考えをお聞かせください。 

以上 




























